
 

２０２０年度 第４回 スポーツ・健康科学研究科委員会議事録 要旨 

 

日時 ： ２０２０年 ７月２１日（火）１３時３０分～１５時１１分 

場所 ： ＺＯＯＭ会議（ホスト９号館１Ｆ会議室） 

構成員： １７名（定足数９名） 

出席数： １６名（定足数充足） 

欠席者：  １名 

 

≪報告事項≫ 

 １．研究科委員長会議および大学院評議会（２０２０年７月２０日開催）からの報告について  

①２０２０年度大東文化大学大学院前期学位記授与式について 

②２０２０年度大東文化大学大学院秋季入学式について 

③大学院の広報について 

④２０１９年度大学院修了時アンケートの集計結果について 

⑤新型コロナウイルス感染予防体制下における学内研究施設使用制限措置ついての 

アンケート調査集計結果について  

⑥一定の制限に基づく院生研究室使用緩和措置ついて 

議長より、資料に基づき、２０２０年７月２０日開催の研究科委員長会議および大学院評議会にお

いて付議された内容について報告があった。 

 

２．その他 

 特になし 

 

≪報告承認事項≫ 

１．２０１９年度入学生にかかる主査および副査について＜継続審議＞        

議長より、資料に基づき、主査および副査が未決定であった大学院生について資料のとおり決定と

なった報告がなされ、これが承認された。 

 

２．前期オンライン授業に関するアンケートについて      

議長より、資料に基づき、大学執行部より今後ＦＤ研修会や前期授業の総括を行う際の資料とする

べく前期オンライン授業に関するアンケート依頼が各研究科へなされた旨説明がなされた。回答（案）

について意見等がある場合は、メールで研究科委員長まで連絡してほしい旨要請がなされた。 

 

３．その他 

特になし 

 

≪議案≫ 

１．２０２１年度大学院秋季入試実施に係る方針について 

議長より、資料に基づき、２０２１年度大学院秋季入試については、大学執行部より「予定通り実



 

施する」との決定がなされた旨報告がなされた。 

現在海外からの入国制限措置がなされている状況であるが、秋季入試において海外（中国）より受

験を考えている留学生がいる場合はどのようにしたらよいか、との質問がなされ、議長より大学執行

部および大学院事務室へ確認する旨の説明がなされた。 

関連して、研究科独自の大学院入試説明会の開催について確認がなされ、入試委員長より、今年度

は秋季入試実施の判断が遅れたこともあり、ＤＢポータルで資料を配信したことにより代替したとの

説明がなされた。その上で更に説明が必要な学生には、７月２８日（火）１３時３０分よりＺＯＯＭ

による面談を実施することの報告があり、スポーツ科学分野（スポーツ科学科）担当教員で対応可能

な方への協力要請がなされた。 

 

２．２０２１年度大学院秋季入試の実施（試験監督等の選出および集合時間の確認）について 

議長より、資料に基づき、２０２１年度秋季入学試験の実施に関して提案があり、全会一致でこれ

を承認した。また、当日の試験監督について選出した。 

 なお、今回コロナ禍による実施となる為、口述試験については感染予防に留意し実施することの確

認がなされた。 

 

３．２０２１年度秋季入学試験にかかる出願資格審査について 

議長より、２０２１年度秋季入学試験にかかる出願資格審査について、研究科委員会の開催日程等 

の関係から、執行部一任とすることについて提案があり、全会一致でこれを承認した。 

 

４．スポーツ・健康科学研究科学位論文審査基準に関する内規の改正案について  

 議長より、本件に関する経緯説明ののち資料に基づき、学位論文審査基準に関する内規の改正案に

ついて提案がなされ、全会一致でこれを承認した。 

 

５．２０２０年度修士論文提出要領について 

 議長より、資料に基づき、２０２０年度修士論文提出要領について提案がなされ、全会一致でこれ 

を承認した。 

                   

 ６．２０２０年度修士論文中間発表会（２０２０年９月２６日開催）について  

  議長より、資料に基づき、２０２０年度修士論文中間発表会についての実施方法について問題提起 

がなされた。種々議論がなされ、本研究科の学位論文審査基準において、構想発表会（今回は中間発 

表会）の開催は必須であり、修士２年生にとっては発表の義務があることから、原則として対面式で 

の実施とするが、今後の感染拡大状況によってはオンライン式での実施等を視野に入れつつ、修士論 

文中間発表会を実施する方向で準備することが確認された。併せて、感染症対策本部へ実施について 

報告することについても確認された。 

 

 ７．その他 

  議長より、「スポーツ・健康科学研究法」の各回における成績評価をとりまとめるため、各回授業

担当者については、後日成績評価について成績担当教員である小職まで送付願いたい旨の要請がなさ

れた。 



 

 

  以上 

最後に議長は、研究科委員会の終了を宣して、１５時１１分に閉会した。 

 

 


